
令和８年度 秋田の輸出牽引企業等連携促進事業費補助金（クラスター枠）募集要項 
 

 

１ 募集期間  

次の日程により、令和８年度の海外展開支援事業費補助金（一般枠）の募集を行

う。なお、予算の範囲内で再募集することがある。 

【募集期間】 令和８年４月１日（水）～５月１５日（金） 

  

２ 提出書類 

補助金交付要領に規定する内容により、申請書類一式を下記に記載する提出期限

までに、郵送、電子メール又は直接提出すること（提出書類は返却しない）。 

なお、郵送又は直接提出の場合、申請書類は全てＡ４サイズ・片面印刷で提出す

ること。 

また、会社案内等事業者の概要がわかるものを５部提出すること。なお、電子メ

ールで提出の場合は、紙媒体の送付は不要です。 

※緊急やむを得ない事情により補助金の交付決定前に、事業に着手する必要がある

場合は、交付決定前着手届（様式第１２号）を提出すること。  

※上記に記載している書類のほか、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求める

ことがある。 

 

３ 提出期限 

   

令和８年５月１５日（金）午後５時必着 

 

４ 提出先 

   

電子メール、郵送、又は持参のいずれかで受け付けます。 

① 電子メール 

メールアドレス：induprom@pref.akita.lg.jp 

件名：【事業者名】クラスター枠 申請書の提出 

② 郵送の場合 

〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目１番１号 

秋田県産業労働部商工業振興課 貿易・流通チーム 

秋田の輸出牽引企業等連携促進事業費補助金（クラスター枠）補助金担当 行 



③ 持参の場合 

秋田県庁第二庁舎３階 産業労働部商工業振興課 

（住所：秋田県秋田市山王三丁目１番１号） 

 

５ 審査 

提出された書類は、補助金審査要領に基づき次の日程で審査委員会を開催して審

査を行い、予算の範囲内で採択者を選定する。 

なお、審査委員から事業計画内容等に関する質疑があった場合など、必要に応じ

て追加資料の提出及び説明を求めることがある。  

【開催時期】 令和８年６月上旬～中旬（予定） 

  

また、審査結果（採択又は不採択）については、後日、申請者あて通知し、採択

となった場合には、事業者名、代表者名、住所、業種、事業内容を公表する。  

 

６ その他注意事項 

申請にあたっては、次の点に留意すること。 

・審査要領第３条に規定するとおり、審査にあたっては、日本貿易振興機構秋田貿

易情報センター（ジェトロ秋田）が評価に一定の加点を行うため、事前にヒアリ

ング等を行う場合がある。 

・本事業では、複数年にわたる事業計画を有する案件を重視することとする。提出

する事業実施計画書、対象国・都市での海外展開の実績及び今後の事業計画に

は、実現可能性を考慮しながら、できるだけ具体的な内容を記載すること。  

・補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によ

って金額等が確認できる経費のみとする。 

・申請後、交付決定日前に発注、支払い等を行った経費は、事前に交付決定前着手

届の提出があった場合を除き補助対象経費として計上できない。 

・申請前の問合せについては、書類の書き方等についての質問には答えるが、申請

者間での公平性を期すため、事業実施計画の内容に関する意見は控えることとす

る。 


